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表紙

第19回
定時株主総会
招 集 ご 通 知

株主の皆さまへ

IRサイトでWeb株主通信を公開して
おります。
是非ご覧ください。
https://nousouken.co.jp/ir/stock-
info/shareholder-newsletter-
business-report10/

日　時
2025年11月28日（金曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分を予定しております）

場　所
和歌山県和歌山市友田町５丁目18番地
ホテルグランヴィア和歌山　６階　「ル・グラン」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

株主総会後に事業方針説明会を開催いたします。
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招集ご通知

証券コード　3541
2025年11月11日

（電子提供措置の開始日　2025年11月６日）
株　主　各　位

和 歌 山 県 和 歌 山 市 黒 田 9 9 番 地 1 2
株 式 会 社 農 業 総 合 研 究 所
代表取締役会長CEO  及　川　智　正

当社ウェブサイト
https://nousouken.co.jp/ir/stock-info/#meeting-of-shareholders

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第19回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第19回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「農業総合研究所」又は
「コード」に当社証券コード「3541」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025
年11月27日（木曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2025年11月28日（金曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分を予定しております）

２．場 所 和歌山県和歌山市友田町５丁目18番地
ホテルグランヴィア和歌山　６階　「ル・グラン」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第19期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）事業報告及び計算書類報告

の件
決 議 事 項
議 案 取締役５名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示
がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

     

記

以　上
　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、事業報告の「新株予約権等の状況」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するため
の体制及び当該体制の運用状況の概要」、計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び
定款第14条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作
成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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取締役選任議案

議案  取締役５名選任の件

候補者
番　号 氏　名 当社における地位・担当 候補者属性

１ お い

及
か わ

川
 

　
と も

智
ま さ

正 代表取締役会長CEO 再 任
　

２ ほ り

堀
う ち

内
 

　
ひろし

寛 代表取締役社長 再 任
　

３ さ か

坂
も と

本
 

　
だ い

大
す け

輔 取締役CFO 再 任
　

４ ま つ

松
お

尾
 

　
よ し

義
き よ

清 取締役 再 任
　

５ み や

宮
も と

本
 

　
こ う

康
へ い

平 社外取締役 再 任
　

社外取締役
　

独立役員
　

株主総会参考書類

　取締役５名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いする
ものであります。
　取締役候補者は、次のとおりです。

－ 3 －
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取締役選任議案

候補者番号

1
　

お い

及
か わ

川
 

 
と も

智
ま さ

正 （1975年１月２日生）　
再 任

　
職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社株式数 3,712,500株

取締役会出席回数 12／12回（100％）

取締役候補者とした理由
　同氏を取締役候補者とした理由は、創業者で代表取締
役会長として、経営全般統轄の任務を通じ、農業界にお
いて豊富な経験・実績を有しており、事業経営に精通し
ていることから、引き続きその豊富な経験や知見を、当
社の経営に活かしていくことが期待できるものと判断し
たためであります。

    1997年    4 月 株式会社巴商会入社
    2006年    4 月 エフ・アグリシステム株式会社入社
    2007年    10月 当社設立　代表取締役社長
    2019年    11月 当社代表取締役会長CEO（現任）
    2020年    5 月 株式会社マルマサフード社外取締役
    2021年    4 月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取

締役（現任）
    2021年    11月 富山中央青果株式会社社外取締役

候補者番号

2
　

ほ り

堀
う ち

内
 

 
ひろし

寛 （1973年２月20日生）　
再 任

　
職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社株式数 2,152,500株

取締役会出席回数 12／12回（100％）

取締役候補者とした理由
　同氏を取締役候補者とした理由は、代表取締役社長と
して、当社事業部門において豊富な経験・実績を有して
おり、引き続きその職務経験や知見を、当社の経営に活
かしていくことが期待できるものと判断したためであり
ます。

    1998年    4 月 住友商事株式会社入社
    2007年    6 月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役
    2010年    1 月 株式会社プレンティ―入社
    2012年    3 月 当社取締役
    2016年    2 月 当社取締役副社長
    2017年    6 月 株式会社世界市場ホールディングス取締役

株式会社世界市場社外取締役（現任）
    2019年    11月 当社代表取締役社長（現任）
    2023年    2 月 一般社団法人日本野菜協会理事（現任）
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取締役選任議案

候補者番号

３
　

さ か

坂
も と

本
 

 
だ い

大
す け

輔 （1978年５月17日生）　
再 任

　
職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社株式数 115,000株

取締役会出席回数 11／12回（92％）

取締役候補者とした理由
　同氏を取締役候補者とした理由は、取締役かつ公認会
計士として、当社経営企画部門において豊富な経験・実
績を有しており、引き続きその職務経験や知見を、当社
の経営に活かしていくことが期待できるものと判断した
ためであります。

    2002年    4 月 株式会社大塚商会入社
    2007年    1 月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トー

マツ）入所
    2011年    4 月 公認会計士登録
    2014年    1 月 当社入社　経営企画室長
    2014年    11月 当社取締役
    2021年    7 月 当社取締役CFO（現任）
    2022年    5 月 富山中央青果株式会社社外監査役
    2024年    9 月 やさいジョブ株式会社取締役（現任）

候補者番号

４
　

ま つ

松
お

尾
 

 
よ し

義
き よ

清 （1975年12月24日生）　
再 任

　
職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社株式数 120,000株

取締役会出席回数 12／12回（100％）

取締役候補者とした理由
　同氏を取締役候補者とした理由は、取締役として、当
社管理部門において豊富な経験・実績を有しており、引
き続きその職務経験や知見を、当社の経営に活かしてい
くことが期待できるものと判断したためであります。

    1998年    4 月 三菱電機株式会社入社
    2003年    4 月 HOYA株式会社入社
    2004年    10月 株式会社セルシグナルズ入社
    2008年    4 月 株式会社アプレシオ入社
    2008年    12月 同社取締役
    2009年    12月 株式会社JIMOS入社
    2013年    8 月 当社取締役管理部長
    2017年    6 月 株式会社世界市場ホールディングス取締役

株式会社世界市場社外取締役（現任）
    2019年    11月 当社取締役副社長
    2021年    9 月 当社取締役（現任）
    2021年    11月 富山中央青果株式会社社外取締役
    2023年    12月 株式会社藤時社外監査役（現任）

－ 5 －



招
集
ご
通
知

参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/10/27 15:50:52 / 25235033_株式会社農業総合研究所_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者番号

5
　

み や

宮
も と

本
 

　
こ う

康
へ い

平 （1984年９月20日生）　
再 任

　
社外取締役 独立役員

　
職歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 所有する当社株式数 －株

取締役会出席回数 12／12回（100％）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　同氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に社外役
員となること以外の方法で、直接会社経営に関与した経
験はありませんが、公認会計士としての専門的見地並び
に財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、引き
続き当社のコーポレートガバナンスや内部統制に関し
て、客観的な立場から適切な意見や貴重な助言をいただ
くことが期待できるものと判断したためであります。

    2007年    4 月 オリックス株式会社入社
    2012年    2 月 有限責任監査法人トーマツ入所
    2013年    11月 公認会計士登録
    2019年    1 月 宮本公認会計士事務所代表（現任）
    2021年    11月 当社社外取締役（現任）
    2023年    6 月 株式会社オープンドア社外監査役（現任）

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 宮本康平氏は、社外取締役候補者であります。また、社外取締役としての在任期間は本総

会終結の時をもって４年となります。
３. 当社は、宮本康平氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、同法第425条第１項に定める最低限度額としております。なお、同氏の再任が
承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

４. 当社は宮本康平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予
定であります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役及び執行役員であ
り、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である会社の
役員等がその職務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなさ
れたことにより、被保険者が被る損害及び訴訟費用等について補填します。ただし、法令
違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。な
お、各候補者の再任が承認された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となる予定
であります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 6 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

( 2024年 9 月 1 日から
2025年 8 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　近年の全国農業総産出額は、米、野菜、肉用牛等における国内外の需要に応じた生産の進展
等を背景に、９兆円前後で推移しております。2023年の農業総産出額は、米の需要が堅調に
推移したことや野菜の生産量減少による価格上昇、鳥インフルエンザの影響により鶏卵価格が
上昇したこと等から、前年に比べ4,968億円増加し、９兆4,952億円となりました。また、近
年の生産農業所得は、全国農業総産出額の増減はあるものの、３兆円台で推移しております。
2023年は、農産物の価格が上昇したこと等により、前年に比べ1,877億円増加し、３兆
2,921億円となりました（出典：農林水産省「生産農業所得統計」）。他方で、2024年２月
時点の農業経営体数88万３千経営体のうち、個人経営体は84万２千経営体で、前年に比べ
5.2％減少した一方、団体経営体は４万１千経営体で0.7％増加し、団体経営体のうち、法人経
営体は３万３千経営体で前年に比べ1.2％増加しております（出典：農林水産省「農業構造動
態調査」）。農業経営体の減少が続く中、法人化や規模拡大の進展が継続しております。
　当事業年度における青果価格は、上期は猛暑や天候不順の影響により、平年に比べ非常に高
い水準で推移しながらも下期以降は平年並みに落ち着きました。一方、当事業年度のスーパー
マーケットにおける青果物の販売動向は、円安やエネルギーコスト上昇による消費者心理減退
の懸念があるものの、相場高の影響により単価が上昇し、前年に比べ増加いたしました。
　このような環境のもと、より多くの生活者に「おいしい」をお届けするために、当社の主た
る事業である農家の直売所事業及び成長事業である産直事業を推進いたしました。2024年９
月には株式会社ＮＴＴアグリテクノロジーとの資本業務提携契約を締結し、日本の食の安定供
給や安全性の高い国産野菜の流通・拡大を進めてまいりました。2025年4月には「中期経営
計画2025-2027」の中で産直委託モデルの展開やAI需要予測システムの開発を推進すること
を発表いたしました。各種値上げ等のコスト増が見込まれる環境においても利益が確保できる
よう、青果の相場高を追い風に販売単価向上や適量納品等の利益率向上施策を実施し、事業基
盤の強化に努めました。
　このような取組みの結果、流通総額は17,233,242千円（前事業年度比9.6％増）、2025年
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

８月末日時点でスーパーマーケット等の国内小売店への導入店舗数は2,246店舗（前事業年度
末より140店舗増）、農産物の集荷拠点である集荷場は78拠点（前事業年度末より３拠点
減）、登録生産者は10,419名（前事業年度末より107名増）となりました。
　当事業年度の経営成績は、売上高は8,358,514千円（前事業年度比15.7％増）、営業利益
は181,800千円（前事業年度比94.2％増）、経常利益は200,624千円（前事業年度比97.2％
増）、当期純利益は11,025千円（前事業年度比89.9％減）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。なお、当事業年度より「産直卸事
業」は「産直事業」に名称を変更しております。

〈農家の直売所事業〉
　農家の直売所事業では、当社及び業務委託先が運営する集荷場で登録いただいた生産者から
農産物を出荷し、原則翌日にスーパー等の「産直コーナー」で販売する独自の流通プラットフ
ォームを提供しております。
　当事業年度は、新規及び既存委託販売先との取引維持・拡大に加え、集荷場の統廃合や集荷
場を拠点とした営業活動を行ってまいりました。青果相場高の環境のもと、スーパーでの豊富
な品揃えを実現するため、品目バランスを考慮した買取委託の増加、適量納品、販売単価の向
上、兵庫の集荷場における登録生産者からいただく出荷手数料の改定等、利益率向上施策に取
り組み、事業基盤の強化に努めました。
　これにより、流通総額は14,442,349千円（前事業年度比8.5％増）、流通点数は65,513千
点（前事業年度比4.4％増）、売上高は5,662,938千円（前事業年度比16.5％増）、セグメン
ト利益は824,393千円（前事業年度比17.9％増）となりました。

〈産直事業〉
　産直事業では、当社が生産者から直接農産物を買い取り、商品の「パッケージ」、売場の
「POP」、生産者のおすすめ「レシピ」などで商品の付加価値を可視化（ブランディング卸）
し、スーパー等の「青果売場」で販売しております。
　スーパー等の取引先の旺盛なニーズに対応するため、引き続き、全国の産地や市場との連携
により商品供給を強化し、既存取引先を中心に取引を拡大いたしました。また、新しい農産物
流通の創造に向け、農家の直売所における委託販売システムとこれまでのブランディング卸を
融合した「産直委託モデル」を本格的に展開いたしました。

－ 8 －



2025/10/27 15:50:52 / 25235033_株式会社農業総合研究所_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

　これにより、流通総額は2,790,893千円（前事業年度比16.1％増）、売上高は2,695,575
千円（前事業年度比14.2％増）、セグメント利益は30,164千円（前事業年度比85.6％増）と
なりました。

② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は31,670千円で、その主な
内容は、基幹システムの改修27,061千円、事務所設備の取得1,572千円、集荷拠点の環境改
善850千円等であります。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

区 分 第 16 期
(2022年８月期)

第 17 期
(2023年８月期)

第 18 期
(2024年８月期)

第 19 期
(当事業年度)

(2025年８月期)
売 上 高 (千円) 5,192,670 5,735,203 7,223,458 8,358,514
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) △ 110,546 46,744 101,739 200,624
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ） (千円) △ 127,093 24,866 108,759 11,025
１株当たり当期純利益
又 は 1 株 当 た り
当 期 純 損 失 （ △ ）

(円) △ 5.82 1.13 4.94 0.50

総 資 産 (千円) 2,441,553 2,418,139 2,665,433 2,557,805

純 資 産 (千円) 898,886 923,752 1,032,691 889,784

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 40.81 41.95 46.89 41.09

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）2022年５月30日を払込期日として普通株式247,600株の第三者割当増資を実施しております。

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
　該当事項はありません。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑷ 対処すべき課題
①　新規販売先の獲得と既存販売先の取引拡大
　当社は、農家の直売所事業及び産直事業において、特定の販売先に対する依存度が高い傾向
にありますが、当社が継続的に成長・発展していくためには、既存販売先との取引の維持・拡
大に努めるとともに、新規販売先の獲得が必要と考えております。
　このため、営業体制の強化を図るとともに、販売先のニーズに合った農産物の供給等のサー
ビス強化も図ってまいります。

②　登録生産者へのサービスの拡充と仕入力の強化
　当社は、登録生産者に対して、日々の売上情報や農産物ごとの相場情報等を提供しておりま
すが、今後、新規の生産者の確保や既存の生産者の離反を防ぐためにもさらなるサービスの拡
充を図ってまいります。また、農家の直売所事業においては、集荷場を開設し営業活動を行う
ことで、新規登録生産者を獲得してまいります。産直事業においては、主要産地と連携し、仕
入力の強化を図ってまいります。

③　農産物の安全性
　当社は、登録生産者等が持ち込む農産物の安全性については、登録生産者との間で、「農産
物は、新鮮でかつ農薬安全使用基準を守って栽培されたもの（栽培履歴の明示ができるもの）
であること」、「食品加工物についてはJAS法、食品衛生法等関連法規を守っていること」、
「商標法等法令に抵触する商品でないこと、また、当社の事業理念や企業イメージに抵触する
商品でないこと」といった規定を設けておりますが、スーパー等や生活者に、より「安心・安
全」であることを訴求するために、今後さらなる農産物の安全性管理の強化を図っていく方針
であります。

④　海外展開
　当社は、農家の直売所事業及び産直事業において、現在は日本国内を中心として展開してお
りますが、少子高齢化の問題により、日本国内の市場は今後縮小していくものと予想されてお
ります。また一方で、「安心・安全」な日本産農産物の需要は海外でも高まっております。当
社が継続的に成長・発展していくために、関連会社の株式会社世界市場を通じて、海外への事
業展開を推進してまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑤　経営管理体制の強化
　当社では、コーポレート・ガバナンス体制及び内部管理体制の強化、災害対策及び事業継続
計画等、経営管理体制の強化が重要であると考えております。
　このため、社員教育、組織体制や規程の整備・見直し等を定期的に実施することにより、経
営管理体制の強化に努めてまいります。

⑥　人材の確保と育成
　当社は、事業の継続的な拡大のために、事業の規模や質に合わせた優秀な人材の確保、組織
体制の整備及び従業員のモチベーションの維持・向上に努めていく方針であります。

⑸ 主要な事業内容（2025年８月31日現在）
　当社は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本から世
界から農業がなくならない仕組みを構築することを目的としております。そのためにまずは、ミ
ッションである「ビジネスとして魅力ある農産業の確立」を実践しております。
　当社の主な事業は、「農家の直売所事業」と「産直事業」になります。農家の直売所事業は、
登録生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパー等の「産直コーナー」で販売することで
す。つまり、登録生産者とスーパー等を直接つなぐ流通を構築しております。これまで、郊外の
農産物直売所や道の駅に行かなければ購入できなかった生産者の顔が見える「安心・安全・新
鮮・おいしい」農産物を、日々生活者がご利用いただいているスーパー等にて購入できる仕組み
を提供しております。
　産直事業は、当社が生産者から直接農産物を買い取り、商品の「パッケージ」、売場の
「POP」、生産者のおすすめ「レシピ」などで商品の付加価値を可視化（ブランディング卸）
し、スーパー等の「青果売場」で販売しております。また、新しい農産物流通の創造に向け、農
家の直売所における委託販売システムとこれまでのブランディング卸を融合した「産直委託モデ
ル」を展開しております。農家の直売所事業で培った「小売アカウント・物流インフラ・産地ネ
ットワーク」を活用することで、生産者の顔が見える「安心・安全・新鮮・おいしい」農産物を
青果売場でも展開しております。
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主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況

名 称 所　　在　　地

本 社 和歌山県和歌山市

営 業 所 東京営業所：東京都品川区、大阪営業所：大阪府大阪市淀川区
名古屋営業所：愛知県名古屋市中区

集 荷 場
深谷集荷場：埼玉県深谷市、児玉集荷場：埼玉県本庄市、旭集荷場：
千葉県旭市、匝瑳集荷場：千葉県匝瑳市、紀の川集荷場：和歌山県紀
の川市　他　計78拠点

⑹ 主要な事業所（2025年８月31日現在）

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

123名（157名） ７名増（９名増） 35.8歳 4.9年

セグメントの名称 従業員数

農家の直売所事業 61名 （140名）

産直事業 26名 （8名）

全社（共通） 36名 （9名）

合計 123名 （157名）

⑺ 従業員の状況（2025年８月31日現在）

（注）１．従業員数は就業人員であり、パートタイマーは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門等に所属しているものであります。

借 入 先 借 入 残 高

農 林 中 央 金 庫 200,000千円

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 81,235千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 10,036千円

⑻ 主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）

－ 12 －
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その他会社の現況に関する重要な事項

⑼ その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

⑴ 発行可能株式総数 70,800,000株

⑵ 発行済株式の総数 22,025,900株 （自己株式377,671株を含む。）

⑶ 株主数 10,079名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

及 川 智 正 3,712,500株 17.14％

株 式 会 社 プ レ ン テ ィ ー 2,940,000 13.58

日 本 郵 政 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 2,542,100 11.74

堀 内 　 寛 2,152,500 9.94

株 式 会 社 N T T ア グ リ テ ク ノ ロ ジ ー 485,900 2.24

ハ ウ ス 食 品 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 440,600 2.03

農 業 総 合 研 究 所 従 業 員 持 株 会 256,100 1.18

国 分 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 247,600 1.14

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 150,000 0.69

楽 天 証 券 株 式 会 社 142,500 0.65

２. 株式の状況（2025年８月31日現在）

⑷ 大株主

（注）１．当社は、自己株式を377,671株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を除外して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

⑸ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 Ｃ Ｅ Ｏ 及 川 智 正 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外
取締役

代 表 取 締 役 社 長 堀 内 　 寛 株式会社世界市場社外取締役
一般社団法人日本野菜協会理事

取 締 役 C F O 坂 本 大 輔 やさいジョブ株式会社取締役

取 締 役 松 尾 義 清 株式会社世界市場社外取締役
株式会社藤時社外監査役

取 締 役 宮 本 康 平 宮本公認会計士事務所代表
株式会社オープンドア社外監査役

常 勤 監 査 役 清 野 芳 昭 株式会社世界市場社外監査役
バリュークリエーション株式会社社外監査役

監 査 役 後 藤 弘 之 株式会社プレンティー監査役
アイ・シンクレント株式会社監査役

監 査 役 藤 本 幸 弘
シティユーワ法律事務所パートナー
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社社外
監査役

３. 会社役員の状況
⑴ 取締役及び監査役の状況（2025年８月31日現在）

（注）１. 取締役宮本康平氏は社外取締役であります。
２. 常勤監査役清野芳昭氏、監査役後藤弘之氏及び監査役藤本幸弘氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、取締役宮本康平氏と監査役藤本幸弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。
４. 常勤監査役清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
５. 当社と取締役宮本康平氏、常勤監査役清野芳昭氏、監査役後藤弘之氏及び監査役藤本幸弘氏は、職

務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第１項の規
定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。な
お、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行につ
いて善意かつ重大な過失がないときに限られます。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保
険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である会社の役員等がその職務の遂行に
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会社役員の状況

起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損
害及び訴訟費用等について塡補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認
識して行った行為の場合には塡補の対象としないこととしております。

⑵ 取締役及び監査役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容
の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しているこ
とを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

(イ)　基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみで構成するものとし、個々の取締
役の報酬の決定に際しては各職責や役位に応じることを基本方針としております。

(ロ)　基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬額等の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社
水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものと
しております。

(ハ)　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長CEO及川智正が具体

的な内容について委任を受けております。当該委任における代表取締役会長の権限は株主総
会で決議された役員報酬の総額の枠について、各取締役の基本報酬の額を適切に配分するも
のとしております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門に
ついて評価を行うには代表取締役会長が適していると判断したためであります。
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区 分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬 等 非 金 銭 報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

75,000千円
（3,000）

75,000千円
（3,000）

－
（－）

－
（－）

５名
（１）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

12,000
（12,000）

12,000
（12,000）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

87,000
（15,000）

87,000
（15,000）

－
（－）

－
（－）

８
（４）

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注） 取締役の報酬限度額は、2013年７月30日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内、監査役
の報酬限度額は、2013年７月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただい
ております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は３名、監査役の員数は１名であります。ま
た、2017年11月29日開催の第11回定時株主総会において、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に対し
て、譲渡制限付株式に関する報酬として年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主
総会終結時点の取締役の員数は４名であります。

⑶ 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役宮本康平氏は、宮本公認会計士事務所代表及び株式会社オープンドア社外監査役であ
ります。当社とこれらの兼職先との間には重要な取引関係はありません。
・常勤監査役清野芳昭氏は、株式会社世界市場社外監査役及びバリュークリエーション株式会
社社外監査役であります。当社とこれらの兼職先との間には重要な取引関係はありません。
なお、株式会社世界市場は当社の関連会社であります。
・監査役後藤弘之氏は、株式会社プレンティー監査役及びアイ・シンクレント株式会社監査役
であります。当社とこれらの兼職先との間には重要な取引関係はありません。なお、株式会
社プレンティーは当社の主要株主であります。
・監査役藤本幸弘氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
株式会社社外監査役であります。当社とこれらの兼職先との間には重要な取引関係はありま
せん。
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地位 氏名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 宮 本 康 平

当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回すべてに出席し、主に
公認会計士としての専門的見地から、議案につき必要な発言を適宜行って
おります。特に内部統制について専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。

常勤監査役 清 野 芳 昭
当事業年度に開催された取締役会12回すべてに、また監査役会12回すべ
てに出席いたしました。取締役会及び監査役会において、常勤監査役とし
て議案につき必要な発言を適宜行っております。

監査役 後 藤 弘 之

当事業年度に開催された取締役会12回すべてに、また監査役会12回すべ
てに出席いたしました。取締役会及び監査役会において、主に監査役とし
ての長年の経験や幅広い知見に基づき、議案につき必要な発言を適宜行っ
ております。

監査役 藤 本 幸 弘
当事業年度に開催された取締役会12回すべてに、また監査役会12回すべ
てに出席いたしました。取締役会及び監査役会において、主に弁護士とし
ての専門的見地から、議案につき必要な発言を適宜行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議
があったものとみなす書面決議が10回ありました。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 附 属 設 備
減 価 償 却 累 計 額
建物附属設備（純額）
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
構 築 物 （ 純 額 ）
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
機械及び装置（純額）
工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額
工具、器具及び備品（純額）
そ の 他
減 価 償 却 累 計 額
そ の 他 （ 純 額 ）

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

2,104,328
777,589
1,263,924
45,128
24,043
1,043
△7,400

453,477
65,242
34,701
△16,381
18,319
47,549
△21,566
25,983
49,840
△37,504
12,335
20,533
△13,982
6,551
3,732
△1,679
2,052

61,026
61,026

327,208
196,797
33,502
1,649
60,074
35,185　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 1,614,615
買 掛 金 999,042
短 期 借 入 金 10,036
１年内返済予定の長期借入金 244,564
未 払 金 219,756
未 払 費 用 8,270
未 払 法 人 税 等 5,475
未 払 消 費 税 等 21,076
前 受 金 2,279
預 り 金 19,378
賞 与 引 当 金 51,689
そ の 他 33,047

固 定 負 債 53,405
長 期 借 入 金 36,671
資 産 除 去 債 務 15,284
そ の 他 1,449

負 債 合 計 1,668,020
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 889,624

資 本 金 50,000
資 本 剰 余 金 847,112
資 本 準 備 金 531,633
そ の 他 資 本 剰 余 金 315,478

利 益 剰 余 金 144,650
そ の 他 利 益 剰 余 金 144,650
繰 越 利 益 剰 余 金 144,650

自 己 株 式 △152,138
新 株 予 約 権 160
純 資 産 合 計 889,784

資 産 合 計 2,557,805 負 債 純 資 産 合 計 2,557,805

貸　借　対　照　表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

( 2024年 9 月 1 日から
2025年 8 月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,358,514
売 上 原 価

商 品 期 首 棚 卸 高 25,613
当 期 商 品 仕 入 高 4,516,218
商 品 期 末 棚 卸 高 45,128
売 上 原 価 4,496,704

売 上 総 利 益 3,861,810
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,680,009
営 業 利 益 181,800
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,707
有 価 証 券 利 息 2,671
受 取 賃 貸 料 960
受 取 保 険 金 2,393
補 助 金 収 入 13,072
そ の 他 2,090 22,894

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,527
自 己 株 式 取 得 費 用 977
消 費 税 差 額 565 4,069

経 常 利 益 200,624
特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 1,920
関 係 会 社 株 式 評 価 損 114,901 116,822

税 引 前 当 期 純 利 益 83,802
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,051
法 人 税 等 調 整 額 66,725 72,777
当 期 純 利 益 11,025

損　益　計　算　書

－ 20 －
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独立監査人の監査報告書
2025年10月24日

株式会社農業総合研究所
取締役会　御中

史彩監査法人
    東　京　都　港　区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 田 友 洋
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 本 橋 義 郎

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社農業総合研究所の2024

年9月1日から2025年8月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」と
いう。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

会計監査報告
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

－ 22 －



2025/10/27 15:50:52 / 25235033_株式会社農業総合研究所_招集通知_電子提供措置用

会計監査報告

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第19期事業年度の取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法
施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及
び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

監査役会の監査報告

－ 24 －
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。

２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人史彩監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年10月30日
株式会社農業総合研究所　監査役会
常 勤 監 査 役
（社外監査役） 清 野 芳 昭 ㊞
社 外 監 査 役 後 藤 弘 之 ㊞
社 外 監 査 役 藤 本 幸 弘 ㊞

　
以　上

－ 25 －
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

■交通 ●ＪＲ「和歌山駅」より徒歩２分
●南海「和歌山市駅」より車で約15分
●「関西国際空港」より車で約40分

リムジンバス（空港⇔和歌山駅）

　

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：和歌山県和歌山市友田町５丁目18番地
ホテルグランヴィア和歌山　６階　「ル・グラン」
TEL 073－425－3333（代表）
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